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大阪市防災会議条例 

昭和38年 3月28日 条例第12号 

最終改正 平成25年 5月27日 条例第96号 

大阪市防災会議条例を公布する。 

 

大阪市防災会議条例 

（目 的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第 223号。以下「法」という。）第16条第

６項の規定に基づき、大阪市防災会議（以下「防災会議」という。）の所掌事務及び組織に関

し必要な事項を定めることを目的とする。 

（所掌事務） 

第２条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

（１）大阪市地域防災計画を作成し、かつ、その実施を推進すること 

（２）市の地域に係る防災に関する重要事項について、市長の諮問に応じて 

調査審議すること 

（３）前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること 

（４）前３号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務 

（会長及び委員） 

第３条 防災会議は、会長及び委員90人以内で組織する。 

２ 会長は、市長をもって充てる。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

５ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

（１）市の区域を管轄する指定地方行政機関（法第２条第４号の指定地方行政機関をいう。）

の職員 

（２）市の区域を警備区域とする自衛隊の自衛官 

（３）大阪府の職員 

（４）大阪府警察の警察官 

（５）市の職員 

（６）市の区域において業務を行う指定公共機関（法第２条第５号の指定公共機関をいう。）

又は指定地方公共機関（法第２条第６号の指定地方公共機関をいう。）の役員又は職員 

（７）自主防災組織（法第５条第２項に規定する自主防災組織をいう。）を構成する者又は学

識経験がある者 

（８）前各号に掲げる者のほか、市長が防災上必要と認める者 

（委員の任期） 

第４条 前条第５項第５号に掲げるものを除き、委員の任期は２年とする。ただし、補欠の委員

の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（専門委員） 
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第５条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、第３条第５項各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

（幹 事） 

第６条 防災会議に幹事を若干名置く。 

２ 幹事は、委員の属する機関の職員の中から、市長が委嘱し又は任命する。 

３ 幹事は、委員及び専門委員を補佐する。 

（部 会） 

第７条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから会長が指名する。 

４ 部会長は、部会の事務を掌理する。 

５ 部会長に事故があるときは、あらかじめ当該部会に属する委員のうちから部会長の指名する

委員がその職務を代理する。 

（委 任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項

は、会長が防災会議に諮って定める。 

 

 

 附 則（昭和39年6月4日施行、告示第165号) 

 この条例の施行期日は、市長が定める。 

 

 附 則（平成12年4月1日条例第18号) 

  この条例は、公布の日から施行する。 

 

附 則（平成22年9月21日条例第56号) 

  この条例は、公布の日から施行する。 

 

附 則（平成24年11月20日条例第98号) 

  この条例は、公布の日から施行する。 

 

附 則（平成25年5月27日条例第96号) 

  この条例は、公布の日から施行する。 
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 大阪市防災会議運営要綱 

 

（目 的） 

第１条 この要綱は、大阪市防災会議（以下防災会議という。）の運営に関し必要な事項を定め

ることを目的とする。 

（会 議） 

第２条 防災会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 防災会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き議決することができない。 

３ 防災会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

４ 会長はやむを得ない事情により会議の招集が困難な場合は、書面等により会議を開催するこ

とができる。 

 

（代 理） 

第３条 委員はやむを得ない事情により会議に出席することができないときは、当該委員の属す

る機関の職員を代理者として出席させることができる。 

２ 前項の規定により代理者を出席させた委員は、会議に出席したものとみなされる。 

（専 決） 

第４条 緊急を要し会議を招集するいとまがないと認められるとき又はやむを得ない事情によ

り会議を招集することができないときは、会長は、防災会議の処理すべき事項のうち次に掲げ

る事項について専決処分することができる。 

 (ｱ) 市地域防災計画に基づき、その実施を推進すること 

 (ｲ) 市の地域に災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること 

 (ｳ) 防災会議の所掌事務を遂行するため必要があると認めるとき、関係機関の長その他の関

係者に対し、資料若しくは情報の提供又は意見の開陳その他必要な協力をもとめること 

 (ｴ) 災害対策本部の設置に関すること 

２ 前項の規定によるもののほか会長は、軽易な事項について専決処分することができる。 

３ 一部の機関のみに関係ある事項については、会長は、当該機関に属する委員と協議して処分

することができる。 

４ 会長は、第１項の規定により専決処分したとき又は前項の規定により処分したときは、次の

会議において報告し承認をもとめなければならない。 

（幹事会）   

第５条 防災会議の幹事をもって幹事会を組織する。 

２ 幹事会は、会長又は会長の指名する委員若しくは幹事が招集する。 

３ 幹事会は必要に応じ防災会議に附議すべき議案を審議するほか、各機関相互間の連絡にあた

る。 

４ 幹事会は、やむを得ない事情により会議の招集が困難な場合は、書面等により開催すること

ができる。 

（部 会） 
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第６条 大阪市防災会議条例第7条に定める部会は、防災会議委員の過半数の承認を得て設置で

きる。可否同数のときは、会長の決するところによる。 

２ 各部会の運営に関し必要な事項は、各部会構成員の承認を得て定める。 

（庶 務） 

第７条 会議の庶務は、大阪市危機管理室が処理する。 

（補 則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 

 

附 則 

 この要綱は、昭和39年6月22日から施行する。 

 この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。 

 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。 

この要綱は、平成25年6月7日から施行する。 

この要綱は、令和3年1月29日から施行する。 

 

 

 

 



（令和３年２月現在）

（大阪市外部）

近畿財務局 局長
近畿農政局大阪府拠点 地方参事官(大阪府担当)
近畿経済産業局 局長
中部近畿産業保安監督部近畿支部 支部長
近畿運輸局 局長
大阪海上保安監部 大阪海上保安監部長
大阪管区気象台 台長
近畿地方整備局 局長
国土地理院　近畿地方測量部 部長
近畿総合通信局 局長
陸上自衛隊第3師団第36普通科連隊 第36普通科連隊長
大阪府 危機管理監
大阪府警察 大阪市警察部長
西日本電信電話（株） 取締役大阪支店長
日本赤十字社大阪府支部 事務局長
日本放送協会　大阪拠点放送局 局長
阪神高速道路（株） 取締役兼執行役員
西日本旅客鉄道（株）
近畿統括本部大阪支社

近畿統括本部大阪支社長

大阪ガス（株） 大阪導管部長
日本通運（株）大阪支店 部長(管理)
関西電力送配電（株） 地域コミュニケーション部長
関西鉄道協会 技術委員会委員長
一般社団法人大阪府医師会 会長
大阪市自衛消防連合協議会 会長
公益社団法人大阪府看護協会 会長
近畿百貨店協会 （株）髙島屋総務部大阪店防災室　部長
大阪市地域振興会 此花区地域振興会会長

高齢社会をよくする女性の会・大阪 代表
特定非営利活動法人　ＮＰＯ政策研究所 専務理事
国土交通省淀川河川事務所
淀川管内河川レンジャー

河川レンジャーアドバイザー

一般財団法人
大阪市男女共同参画のまち創生協会

理事長

大阪府行政書士会 副会長
大阪府社会保険労務士会 副会長
大阪土地家屋調査士会 副会長

(大阪市内部)

大阪市 副市長
危機管理室 危機管理監
建設局 建設局長
大阪港湾局 大阪港湾局長
消防局 消防局長
水道局 水道局長
区役所 安全・環境・防災部会　部会長

室﨑　益輝　（兵庫県立大学大学院　減災復興政策研究科）
重川　希志依　（常葉大学大学院　環境防災研究科教授）

機　関　名 委　　員

大　阪　市　防　災　会　議　役　員　名　簿　

機　関　名 委　　員

宮野　道雄　（大阪市立大学　学長補佐）
奥田　和子　（甲南女子大学　名誉教授）
大阪市地域女性団体協議会
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大阪市地域防災計画の修正について
大都市震災対策推進要綱について
大阪市地域防災計画の修正について
大震火災時の初期活動体制について
大阪市地域防災計画の修正について
大震火災時の初期活動体制について
大阪市地域防災計画の修正について
防災対策緊急事業計画の策定について
大阪市地域防災計画の修正について
防災対策緊急事業計画について
大震火災時における広域避難計画について

大阪市地域防災計画の修正について
警戒宣言発令時における対応計画について

大阪市地域防災計画の修正について
直下型地震による計画の見直しについて
策定委員会の設置について

大阪市地域防災計画の修正について
震災対策編の策定について
大阪市地域防災計画の修正について
風水害等対策編の策定について

「大阪市防災・減災条例（仮称）」について
大阪市地域防災計画修正の方向性について

平成１７年　３月２３日 大阪市地域防災計画の修正について

平成１８年　３月２３日 大阪市地域防災計画の修正について

令和３年　３月１２日 大阪市地域防災計画の修正について

大阪市地域防災計画の修正について平成２９年１１月　９日

平成２０年　３月２７日 大阪市地域防災計画の修正について

平成１４年　３月２２日 大阪市地域防災計画の修正について

平成１６年　３月２２日 大阪市地域防災計画の修正について

平成１６年　８月３１日 東南海・南海地震防災対策推進計画の策定について

平成　８年　６月２４日 大阪市地域防災計画の修正について

平成  ９年  ７月１８日

平成１０年　７月２１日

平成　２年　１月２６日

平成　５年　２月　５日 大阪市地域防災計画の修正について

平成　７年　５月１１日

大阪市地域防災計画の修正について

昭和５９年　２月　６日 大阪市地域防災計画の修正について

昭和６２年　１月３０日 大阪市地域防災計画の修正について

昭和５１年　２月２４日

昭和５２年　８月１１日

昭和５４年１０月２３日

昭和５６年１２月　７日

大 阪 市 防 災 会 議 開 催 状 況 一 覧 表

開　　催　　日 議　　　　　　　　　題

昭和４０年　６月２５日 大阪市地域防災計画の策定について

昭和４７年　８月２６日 大阪市地域防災計画の修正について

昭和４４年　７月２８日
大阪市地域防災計画の修正について
ガス爆発事故の概要及び事故防止対策について

昭和４１年　７月　６日 大阪市地域防災計画の修正について

昭和４３年　７月　６日 大阪市地域防災計画の修正について

昭和４８年１１月　２日

昭和４９年１２月　５日

昭和４６年　８月３０日 大阪市地域防災計画の修正について

平成２６年１０月１４日 大阪市地域防災計画の修正について

「大阪駅周辺における大規模災害時帰宅困難者対策」の報告

平成２４年　７月３１日
大阪市地域防災計画の修正について
大阪市の今後の防災対策について

平成２３年　１月３０日
大阪市地域防災計画の修正について

平成２６年　１月１５日
専門部会での検討結果について
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